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理念実現 文化芸術政策の指針

目的

方策

方法

その他、文化芸術の振興に関する事項

方策３　誇りをおこす

(1)文化芸術を通して、誇りをおこす

(2)おこした誇りを次世代に引き継ぐ

方策４　環境づくり

(1)文化芸術活動を支える環境づくり

アクションプラン

方策２　古賀市の新しい魅力を興す

(1)人にやさしいまちづくり

(2)ざわめきづくり

方策実現のための具体的な活動

方策１　古賀市の個性を起こす

(1)今ある宝を再認識

(2)眠った宝をおこす
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【参考資料】古賀市文化芸術振興条例（平成20年）

古賀市文化芸術振興計画（平成26年）

目的「文化芸術をいかして人やまちを元気にする」

第4次古賀市総合振興計画（平成24年）

都市ｲﾒｰｼﾞ「つながり　にぎわう　快適安心都市　こが」

文化芸術政策の基本目標

「こころ豊かに学び続ける人が育つまちづくり」

基本目標実現のための政策

「文化芸術の創造・継承」

政策の基本目標

「地域の人材や資源を活用しながら文化芸術活動を振興します。

　文化財と地域固有の歴史・伝統を将来にわたって保存し、次世代に継

承します。」

（基本理念）

第３条　文化芸術の振興にあたっては、市民一

人ひとりがその担い手であるということを踏ま

え、市民及び民間団体等の主体性及び創造性が

十分に尊重されなければならない。

古賀市文化

施策体系


